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広島県情報公開・個人情報保護審査会答申（諮問（情）第260号） 

 

第１ 審査会の結論 

広島県知事（以下「実施機関」という。）が本件異議申立ての対象となった行

政文書について不存在であることを理由に不開示とした決定は，妥当である。  

 

第２ 異議申立てに至る経過 

１ 開示の請求 

異議申立人は，平成18年４月30日，広島県情報公開条例（平成13年広島県条例

第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に対し，広島県

情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成16年広島県条例第50号。以下「設

置条例」という。）第２条に基づき設置された広島県情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）に諮問された不服申立て（設置条例附則第２項

により，現に広島県情報公開審査会又は広島県個人情報保護審査会に諮問されて

いる不服申立ても含む。）の審議について，「審議を開始する計画並びに審議の

順番を決定した理由及びその決定に係る法的根拠が記載されている行政文書。な

お，対象は，平成15年４月１日以降の全ての不服申立てに関する審議計画（審議

にかかる順番の決定を含む。）とし，少なくとも平成22年度までの計画を明らか

にするもの」の開示の請求（以下「本件請求」という。）をした。 

 

 ２ 本件請求に対する決定 

実施機関は，本件請求に対し，「審議を開始する計画並びに審議の順番を決定

した理由及びその決定に係る法的根拠が記載されている文書」について，「平成

17年４月18日開催の審査会資料」（以下「審査会資料」という。）及び「平成17

年７月25日開催の審査会（第１部会）資料」（以下「第１部会資料」という。）

を対象文書として特定して行政文書開示決定（以下「別件処分」という。）を行

い，また，「平成15年４月1日以降の全ての不服申立てに関する審議計画（少な

くとも平成22年度までの計画）」（以下「本件請求文書」という。）について，

不存在を理由とする行政文書不開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，

それぞれ平成18年５月15日付けで異議申立人に通知した。 

 

 ３ 異議申立て 

異議申立人は，平成18年６月11日，本件処分を不服として，行政不服審査法（昭

和37年法律第160号。平成26年法律第68号による改正前のもの）第６条の規定に

より，実施機関に対し異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

本件処分を取り消し，開示を求める。 
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 ２ 異議申立ての理由 

異議申立人が，異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は，お

おむね次のとおりである。 

本件請求文書が全く存在しないとの本件処分は，一般常識では考えられないこ

とである。 

理由説明書によれば，「審査会に諮問された不服申立ての事案は，基本的に諮

問順に審議を行っており，また，諮問された事案の審査にどの程度時間がかかる

かは，実際にそれぞれの事案の審査を行ってみないと分からないものであること

から何年度までに諮問された事案をどれだけ審査できるかといった見込みを立

てることは困難である。このため，審査会に諮問された不服申立ての事案につい

て，年度ごとの審議計画は作成していないものである。」と明記されている。 

また，別件処分により開示された文書には，「大量不服申立人の案件（平成17

年７月25日現在103件）は，諮問事案の類型の中で，さらに関連する事案をまと

めて，審査を行うこととする。」とも明記されている。 

このことから，不服申立事案に対する答申を適切に行うために，審査会がいわ

ゆる大量と判断している不服申立事案を審査する時期（期限）を計画するのはご

く自然なことであって，「審査にどの程度時間がかかるかは，実際にそれぞれの

事案の審査を行ってみないと分からないものである」との説明は，審査会事務局

（行政情報室）がまるで審査の開始を遅らせようと画策しているのではという疑

義が生じるものである。 

社会通念上，不服申立事案を審査する時期（期限）の計画も立てずに漫然と審

査を行うとは考えられず，本件請求文書は必ず作成されていると思料されること

から速やかに適切に開示するよう要求する。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が理由説明書で説明する本件処分を行った理由は，おおむね次のとお

りである。 

１ 審査会について 

審査会は，設置条例により設置されたものであり，条例及び広島県個人情報保

護条例（平成16年広島県条例第53号）の規定による諮問に応じ，不服申立てを審

議するものである。 

なお，審査会の前身は広島県情報公開審査会及び広島県個人情報保護審査会で

あるが，設置条例の施行の際，現にこれらの審査会に諮問されている不服申立て

については，審査会に諮問された不服申立てとみなして，審議を行っている。 

 

２ 本件請求文書が存在しないことについて 

審査会に諮問された不服申立ての事案は，基本的に諮問順に審議を行っており，

また，諮問された事案の審査にどの程度時間がかかるかは，実際にそれぞれの事

案の審査を行ってみないと分からないものであることから，何年度までに諮問さ

れた事案をどれだけ審査できるかといった見込みを立てることは困難である。 
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このため，審査会に諮問された不服申立ての事案について，年度ごとの審議計

画は作成していないものである。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件請求文書について 

本件請求文書は，平成15年４月１日以降に提起された行政文書開示請求及び自

己情報開示請求に係る不服申立てのうち，審査会に諮問された事案に係る平成22

年度までの審議計画であり，実施機関は作成又は取得していないため，本件処分

を行ったものである。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

実施機関によれば，審査会に諮問された不服申立ての事案の審議は，諮問順に

行っているから，これと別に審議順を決める必要はないということであり，また，

審議に入る前に各事案の審議に要する時間を予測することは困難であることか

ら，それらをまとめた年度ごとの審議計画を作成していないということであった。 

当審査会において，別件処分により異議申立人に開示された文書を見分したと

ころ，審査会資料には，審査会の二つの部会の役割分担の案として，第１部会に

おいては大量不服申立人の不服申立ての事案を担当することが示されており，ま

た，第１部会資料では，部会で審議する事案の審査の進め方の案として，関連の

事案を一括して審査することや最も早い時期に諮問された関連の事案から審査

すること等が記載され，関連の事案を類型化した一覧表が添付されていたものの，

年度ごとの審議計画に当たる文書は見当たらなかった。 

審査会は，実施機関が行った行政文書不開示決定等に対する不服申立てがなさ

れた場合に，実施機関からの諮問に応じ，不開示等とされた行政文書を直接見分

し，不服申立人，実施機関等から意見を聴取するなどして，不開示決定等の妥当

性について，第三者的立場から調査審議等を行い，その結果を実施機関に答申す

るという，不服申立てに係る争訟手続の一部に位置する機関であるが，不服申立

ての事案は，事案ごとに争点及び対象となる行政文書の種類や量が異なるから，

審査会の審議において，各事案の審査にどの程度の時間を要するか事案によって

事情が異なるものと認められる。 

そうすると，審議に入る前に各事案の審査にどの程度時間がかかるか予測する

ことは困難であるとの実施機関の説明は首肯できるところである。 

その上で，予測が困難なものを取りまとめて年度ごとの審議計画を作成したと

しても正確性に欠けるものになるから，そのような計画を作成していなかったと

しても，不自然ではない。 

以上のことから，実施機関が，本件請求文書を作成，取得していないとして行

った本件処分は妥当である。 

 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人はその他種々主張するが，いずれも上記判断を左右するものではな



 - 4 - 

い。 

 

４ 結論 

よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

   当審査会の処理経過は，別記のとおりである。 
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別 記 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

19．４．27 ・諮問を受けた。 

19．８．30 ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 

19．10．１ 

・実施機関から理由説明書を収受した。 

・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 

・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

19．10．10 
・異議申立人から意見書を収受した。 

・実施機関に意見書の写しを送付した。 

30．２．22 

(平成 29年度第 11回第１部会) 
・諮問の審議を行った。 

30．３．22 

(平成 29年度第 12回第１部会) 
・諮問の審議を行った。 
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